
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：稲城市廃棄物減量等推進員連絡協議会 ＜第 16号＞ 

坂浜地区の活動紹介 

◆◆「第８回 三沢川清掃」を実施しました◆◆ 

おもちゃの病院事業 実施しています 

不要になったものを捨てずに再利用する「リユース」の 

精神を育むため、古くなり壊れてしまったおもちゃを修理して再び 

遊べるようにする「おもちゃの病院事業」を毎年３回開院しています。 

皆様のご家庭に修理すればまた遊べるおもちゃがございましたら、 

是非ご利用ください。 

 

燃えるごみのうち約 4 割を占めている生ごみ。 

市では、生ごみの量を減らす「生ごみ処理容器」の

購入費を助成しています。 

堆肥化する容器「コンポスター」や、生ごみを酵素

の力で消滅させる容器「くうたくん」、通販等で購

入した製品や電動生ごみ処理機も、機種・販売店を

問わず、購入金額の 2 分の 1 以内の額（上限額有）

を助成しています。申請は購入前に行っていただく

必要がありますので、購入をご検討されている方は

事前に環境課までご連絡ください。 

生ごみ処理機の購入助成 

 

↓
お
預
か
り
し
て
治
療
中 

3 月 4 日 日曜日に「第８回三沢川清掃」が 

行われました。清掃には全体で約 651 人が参加し、 

川の両岸に分かれて行われ、坂浜地区では 134 人の

参加者が三沢川沿いの歩道や川岸を清掃しました。 

坂浜地区では平成２９年 2 月に「まちきれ実践

行動」と 7 月に「市民美化運動」を行いました。

「まちきれ実践行動」では、約 70 人の参加者が、

「市民美化運動」では、５００人以上の参加者が

自宅周辺の歩道など清掃いたしました。 

歩道の植込みの中には空き缶やペットボトル、

吸い殻などのごみが多く、清掃活動後は見ちがえ

るように綺麗になりました。 
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Ｎｏ．２０１８－１ 

ごみの出し方  Ｑ ＆ Ａ 

① 家の前に、雑誌の取り残しが、まだあるのですが…？ 

 水曜日のお昼から夕方頃にかけて多い問い合わせです。 

古紙の出し方は、ダンボール・新聞・ざつ紙（雑誌等）をそれぞれで 

束ねていただいています。古紙回収の日は、家庭で分別したものが混ざらないよう、別々の収集車で 

回収しているので、例えば雑誌の束だけが残されていることがありますが、心配ありません。 

 

② 雨が降っても、古紙・古布の収集はしますか？ 

雨が降っていても、古紙・古布の回収はいたします。 

取り残しの恐れが出ますので、古紙は特にビニール等で雨除けをする必要はありません。 

ただ、古布につきましては、雨にぬれると再使用できないため、可能なら次回の収集日に 

出し直していただくようお願いします。なお、古布の出し方は、透明・半透明の袋に入れて下さい。 

 

③ 粗大ごみを捨てたいのですが、どうすればいいですか？ 

粗大ごみとなる目安は、おおむね 

「①一辺 50ｃｍ以上、②5ｋｇ以上、③三辺（高さ・幅・奥行）の和が 100ｃｍ以上」 

のいずれかとなっています。 

粗大ごみの申し込みは、まず、受付収集センター（３７０－５５０５）へ電話で 

予約の連絡をお願いします。氏名・住所・品目等を申し出れば、収集日と処理手数料をお知らせします 

ので、取扱店で粗大ごみ処理券を購入してください。 

 

④ 庭木を剪定したので処分したいのですが…？ 

剪定枝や落ち葉は、燃えるごみの収集日に、ひもで縛って２束、または透明・半透明の袋で２袋まで 

無料で収集します。また、量が多いときは剪定枝チップ化事業を利用下さい。 

なお、チップ化事業は予約制となっておりますので、希望される方は環境課までご連絡下さい。 

また、日程や会場地区は、広報いなぎやホームページ等でもお知らせしています。 

チップ化事業へ出された剪定枝は、除草剤等にリサイクルされています。 

⑤ ビデオテープ（カセットテープ）は、燃えるごみか燃えないごみか？ 

クリーンセンター多摩川に搬入されているごみは、全て焼却処理をしております。 

燃えないごみで収集をお願いしている硬質プラスチックは、一度破砕処理にかけてから 

焼却する必要がありますが、ビデオテープ類は破砕機に絡まるおそれがあるために、 

燃えるごみで出していただくようお願いしています。 

稲城市役所では、ごみの減量について多くの方々にご理解いただくため、宅配便講座を実施しております。

詳細についてや説明会を希望される方は、環境課までご連絡下さい。また、お申し込みは、下記の事項を 

記入の上、郵送、E メール（kankyou@city.inagi.lg.jp）・ファクス（378-3310）にてお願いします。 

①グループ名（あれば）      ②代表者名   ③住所 

④連絡先 ⑤希望日時（要調整） ⑥予定人数 ⑦予定会場 


